環境保全協定書

[bookmark: _GoBack]大垣市（以下「甲」という。）と、○○○○○○○（以下「乙」という。）は、大垣市環境基本条例（平成19年条例第3号）第14条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。

（基本原則）
第1条　乙は、事業活動を行うにあたり、環境の保全について重大な社会的責務を有することを自覚し、地域の快適な環境の創造や保全のために、この協定に定める事項を誠実に履行するものとする。

（環境保全基準書）
第2条　乙は、大気の汚染・水質の汚濁・騒音・悪臭・産業廃棄物等による環境への負荷を低減するため、別紙「環境保全基準書」を遵守するものとする。
2　 前項の「環境保全基準書」は、状況の変化に応じて、甲・乙協議のうえ改定することが
できる。

（事前協議）
第3条　乙は、地域の生活環境に影響を与えるおそれのある生産設備及び製造工程等の新設、増設又は変更を行う場合は、甲と事前に協議しなければならない。
2　 乙は、前項の施設が完成した場合は、すみやかに甲に連絡して、その点検を受けなければならない。

（改善措置等）
第4条　甲は、乙により地域の生活環境に著しい影響を与える（「環境保全基準書」に定める基準値を超える場合を含む。）おそれが生じ、または著しい影響を与えたと甲が判定した場合には、乙に対し、施設の改善または操業の一部もしくは全部の停止、その他必要な措置を指示するものとし、乙は甲の指示に従わなければならない。

（事故時の措置）
第5条　乙は、事業場の施設または設備の故障、破損その他の事故により、地域の生活環境に著しい影響を与えるおそれが生じ、または著しい影響を与えた時は、直ちにその作業系統の操業の停止等の応急措置を講じ、被害の拡大を最小限に防止するとともに、すみやかにその事故の状況及び復旧の方法等を甲に報告しなければならない。
（被害の補償等）
第6条　乙は、事業場周辺において、不測の被害が生じた場合、その原因が甲及び乙の両者が調査した結果、乙の責めに帰すべきことが明らかになったときは、誠意をもってその被害の補償を行うものとする。

（環境保全のための組織整備等）
第7条　乙は、環境保全対策ならびに苦情等の対応について、迅速かつ適切に実施するため、環境保全体制を整備し、甲に届け出るものとする。
　
（測定及び報告）
第8条　乙は、「環境保全基準書」に明示する事項について、定期的に測定し、その結果を
甲が指定する時期に報告するものとする。
2　 前項の測定記録は、3年間保存するものとする。

（立入調査）
第9条　甲は、環境保全上必要と認めるときは、乙に対し報告を求めるとともに、甲の環境保全担当職員が、乙の事業場内に立ち入り、調査することができるものとする。

（廃棄物の処理等）
第10条　乙はその事業活動によって生ずる産業廃棄物について、自らの責任において適正に処理するとともに、産業廃棄物の発生抑制、再生利用等を行うことにより、循環型社会の形成に資するよう努めるものとする。

（地球温暖化の防止）
第11条　乙は、地球温暖化を防止するため、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量の低減に努めるものとする。
2　 乙は、省エネルギー設備の導入、再生可能エネルギーの導入等、エネルギー使用の合理化に努めるものとする。

（地下水の保全対策）
第12条　乙は、地下水揚水量の削減、冷却水の循環利用、雨水利用等により適切な水循環
の促進に努めるものとする。

（緑化及び環境美化）
第13条　乙は、事業場周辺の地域住民が快適な生活を営むことができる良好な環境を確保するため、緑化及び環境美化の推進に努めるものとする。
（環境教育）
第14条　乙は、自らの従業員に対し、環境保全の重要性と環境保全のために必要な事項の教育を実施し、意識の高揚に努めるものとする。

（環境保全等の取り組み）
第15条　乙は、この協定に定める事項のほか環境への負荷の低減及び環境保全に努めるとともに、甲が実施する環境施策に協力するものとする。

（協定の改定等）
第16条　この協定に定めのない事項、疑義を生じた事項、または改定を要する事項は、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲および乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。


年　　　月　　　日


　　　　　　　　　　　　甲　大垣市丸の内2丁目29番地
　　　　　　　　　　　　　　大垣市
　　　　　　　　　　　　　　大垣市長　小川　敏


　　　　　　　　　　　　乙
